
ことができ、大変楽しい一夜でございました。親睦委

員会の皆様には心より御礼申し上げます。 
 

本日は、柏崎から植木ガバナーノミニーがご来訪さ

れております。後程ご挨拶をいただけることになって

おりますが、どうぞごゆっくりお過ごしいただきたい

と思います。 
また、本日の卓話は田代会員ですが、ゲストスピーカ

ーとして日新火災海上保険の菅野所長よりお話を賜わ

ります。菅野様よろしくお願い致します。 
 

さて、今日は皆様もよくご存知の「くいだおれ人形」

で観光名所にもなっております、大阪道頓堀の大型食

堂「くいだおれ」が閉店するということの報に、私自

身の若かりし修行時代によく行ったことを思い出し、

時代の流れを感じております。 
1949 年に開店と言いますから、今年で 59 年目を迎え

たことになります。赤と白のストライプの衣装で太鼓

を打つピエロを真似た人形は創業から店頭に立ち、道

頓堀のシンボルになっていたわけですが、創業者の考

え方として 
○支店は出さない 
○家族だけで力を合わせて経営をする 
○看板人形を大事にする 

この三点を経営方針として頑張ってきたそうですが、

道頓堀の街が大きく変わり競合が厳しさを増す中、家

族経営では限界になり、この度閉店を余儀なくされた
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会 長 挨 拶 坂本 洋司 会長 

 ご挨拶を申し上げます。

先週は、親睦委員会のセッ

ティングによりまして、

「旬例会」を村杉温泉の長

生館まで足を伸ばし、ご自

慢のお料理を満喫するこ

とが出来ました。また、帰

りにはお庭でライトアッ

プされた満開の桜も見る



 
そうです。屋号とかシンボルの人形の取扱いは未だ未定とのことですが、先般、テレビのニュースで伝えて

おりましたが、阪神タイガースが買って甲子園の前に置いたらとの話が阪神タイガースの役員間で取り上げ

られ検討中とのことです。 
 
 

 
 
 

本日は、馬塲ガバナーエレクト事務所に勉強に参りました。そして、せ

っかくの機会ですのでメークアップにお邪魔させていただいたわけです。 
2009～2010 年度ガバナーを務めさせていただきます。どうぞ、その折に

は、地区の役員等を皆様にお願いするようになりますが、快くお受け下さ

いますよう、今からお願い申し上げさせていただきます。 
クラブが変わるといろいろな違いがあり、興味深く見学させていただい

ております。例えば、スマイルＢＯＸ、柏崎はどこもコメントなどは付け

ず、お金をＢＯＸに入れるだけです。とても楽しい企画ですね。席にしま

しても皆さんの名前の書かれたプレートが置いてあり、その席も定期的に

変わるとか・・・、楽しい例会運営に興味をそそられております。 
我がクラブの自慢は例会場。海に近く、どこまでも続く青い海と佐渡を見ながら食事を取ります。最高の

景色です。どうぞ、機会がございましたら柏崎のクラブにメークアップなさって下さい。お待ち申し上げて

おります。今後、何かとお世話になりますが、ご指導、ご支援を宜しくお願い致します。 
 
 
 
        
       ご協力に感謝申し上げます 
                  

    米山功労者    嘉瀬 修君  田代徳太郎君 
                 米山功労クラブ 三条南ロータリークラブ（19 回目） 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
●2560 地区青少年交換委員会より 「2008 年夏期交換学生」再募集のご案内 

・交換先    ドイツ 
・資格     派遣時、高校または大学在学中の者（含 予備校生 専門学校生） 
・受付期間   4 月末日まで 
・派遣、受入期間（予定） 派遣 2008 年 7 月 31 日出発 8 月 21 日帰着予定 

受入 2008 年 7 月 10 日～31 日予定 
  ・派遣学生が負担する費用  約 200,000 円 
 
●三条ローターアクトクラブより 「春一番 クリーン作戦」のご案内 
   とき     4 月 29 日（火）昭和の日  ＡＭ ７：００～ 
   集合場所   三条市役所第 2 庁舎（厚生会館隣）前 
   ☂／☀    雨天決行、その際は雨具の用意をお願いします。 

          また、軍手・トングをお持ちの方はご持参願います。 
 

幹 事 報 告 船久保 孝志 副幹事 



 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
  
   
          
                         
 
 
      
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「人身事故（死亡事案）の対応について」 日新火災海上保険（株） 
首都圏損害サービス第２部 

                      三条サービスセンター所長  菅野 嘉洋様  
 

私は、保険会社に入社しまして約１０年間、交通事故の補償に関しての仕事をやってまいりました。 

   交通事故と一口に言っても、ちょっと車をこすってしまったという程度のものから、車が大破するものま

で様々です。保険会社は加害者の代わりになって被害者の方と解決するまでの交渉を行っていくことにな

るわけですが、その中でも対応に苦慮するものの一つとして、被害者の方が亡くなってしまう、いわゆる

死亡事故があります。死亡事故というものは、金額的なこともさることながら、遺族の方々の感情的なも

のも踏まえると、解決にいたるまで非常に慎重に対応しなければいけない事案です。本日は、この場をお

借りして、死亡事案に対する保険会社の対応の流れとどういったものが補償の内容となるのか、お話させ

ていただければと思います。 

   

    まず、死亡の交通事故が発生した場合に保険会社が被害者へ連絡をとるタイミングですが、四十九日以

降というケースが多いようです。このような事故が発生しますと、遺族の方としては補償云々というより

も先ずは気持ちを整理してから、というのが通常ですので、ある程度ひと段落してからご遺族の都合に合

わせてコンタクトをしていくこととなります。中には早く話を聞きたいという方もいらっしゃいますので、

その場合は四十九日経過しなくてもお打合せをさせていただくことになります。 

最初のお打合せの内容は、今後話を進めていく上での遺族代表者の方の確認と補償に必要な書類の取り付

けをご依頼することです。 

～ ４月２１日 ３７，０００円  今年度累計 ８４９，０００円 ～ 

三条北ＲＣ

坂本君

船久保君
野崎君

田代君

馬塲（信）君
石山君
鈴木（圀）君
馬場（一）君
鈴木（武）君
渡邉（久）君
赤塚君

平松君

日新火災保険　三条サービスセンター所長　菅野様、卓話宜しくお願い致します。

山本君

先日11日、12日の母の葬儀に際しましてクラブより、そして会員の皆様よりご会葬頂き
過分なるご香資を賜わり御礼申し上げます。

私は、米山奨学基金「メジャードナー」になれるまで頑張りたいと思います。

○先週は、「旬例会」を村杉温泉・長生館で満喫させていただきました。親睦委員会の

皆様もどうぞ。

＊米山奨学ＢＯＸにご協力いただきました　 10,000円

　皆様方に感謝を申し上げます。
○今日は、植木ガバナーノミニーが当クラブにご来訪、心より歓迎申し上げます。
○外部卓話で日新火災海上保険の菅野所長よりお話を伺います。宜しくお願い致します。

馬塲ガバナーエレクト、後少しですね。米山奨学基金に協力を致します。

本日卓話当番の田代です。今日は、卓話を日新火災の菅野様にお願いしました。
よろしくお願い致します。
本日、植木ガバナーノミニーをお迎えしました。私同様に宜しくご支援をお願いします。
菅野さん、卓話有難うございます。
卓話の菅野様、ご苦労さまです。
田代さん、卓話担当ご苦労様です。
春満々開！今日は植木ガバナーノミニーをお迎えして。
4月20日、今年初めてのゴルフを楽しみました。

ニコニコ当番です。ＢＯＸにご協力有難うございました。

久しぶりです。ＢＯＸに協力
荒澤君、佐藤（嘉）君、坂井（範）君、滝口君、銅冶君、野水君

ＢＯＸに協力



具体的には、①被害者のご出生から亡くなるまでの戸籍謄本 

②請求権を持つ方の委任状 ③所得関係書類 ④死亡診断書 

⑤治療費、葬儀費領収書等です。 

  上記の書類がとり揃いましたら、具体的に補償の打合せに

進んでいきます。それでは、主にどのようなものが補償の内

容となるのか、簡単にご説明させていただきたいと思います。 

 

１．補償内容 

主たるものとしては、①逸失利益 ②慰謝料 ③葬儀費の３

点。 

①逸失利益 

生きていれば（健常であれば）将来得られることができたであろう利益。金額的には一番大きい部分。 

計算方法  

基礎収入額（年収） × （１－生活費控除率） × 就労可能年数（ライプニッツ係数） 

 

年収 前年度の所得が基本となる。無職者、若年者（高齢者）の場合は、年齢別の平均賃金（賃金センサ 

ス）を基にして算出するので、ゼロということはない。 

 

生活費控除率 本人はもういないため収入に対して生活費の部分を控除。扶養者のあるなし、性別等によ 

って30％～50％程度の幅あり 

扶養者なし→50％  扶養者あり→30％程度が多いように思われる。 

 

就労可能年数 原則として６７歳まで、未成年者は１８歳（もしくは大学卒業）からを始期とし、６７歳 

以降の高齢者は平均余命年数の1/2 程度を勘案する。 

・中間利息控除 将来にわたる補償を一括で支払うことになるので、その分の利息を控除するという考え 

方。年 5％の割合で控除。実務上は就労可能年数におけるライプニッツ係数というものを用いる 

  

【 計算例 】 

  年収500万円 30歳独身男性 就労可能年数 37年→ライプニッツ係数 16.711 

    500万円 × （１－50％） × 16.711 ＝ 41,777,500円 

 

②慰謝料 

  扶養者の有り無し等での差あり。自賠責保険900万円～1300万円（遺族の人数に応じて決まる） 

  裁判ベースだと2000万円～2800万円程度。個別に具体的な斟酌事情がある場合は増減される。 

 

③葬儀費  

  実額ではなく、一定の金額で保証されることが多い。100万円～150万円程度 

 

 補償内容でご了解が得られましたら、免責証書（いわゆる示談書）を取り交わして示談解決となります。 

  

 以上、流れをご説明させていただきましたが、全てが円満に示談に至るかというとそうではありません。

中には訴訟となるケースも当然ですがございます。難しいケースとなるのは、金額云々と言うよりも気持ち

の部分によるところが大きいと思われます。加害者側となった方々の葬儀への参列やその後のご挨拶等の誠

意ある対応が、円満な示談解決に不可欠であると思います。 

 死亡事故に限らず、交通事故が発生しますと、被害者側も加害者側も相当なご心労を抱えてしまうことと

なります。基本的なことではございますが、事故を起こさない、もしくは遭わないよう注意するのが一番大

切なことですので、皆様安全運転の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


